
                                                                     

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長  松 岡　一　俊　

　　　　平成１６年　７月２２日　提出

協議第５９号

地域振興事業の取扱いについて提出する。

平成１６年　９月　２日　確認

地域振興事業の取扱いについて

　　地域振興事業の取扱いについては、次のとおりとする。

　１.コミュニティ施策である各種補助金等については、現行の事業を
　　 新市に引き継ぎ、新市において速やかに内容等を調整し、新たな
　　 制度を制定する。

　２.自主活動グループ（ＮＰＯ等）への支援については、現行の事業
　　 を新市に引き継ぎ、新市において速やかに内容等を調整し、新た
　 　な制度を制定する。

　３.ダム流域対策事業については、新市に引き継ぐ。

地域振興事業の取扱いについて



　新市の各地域の個性を発揮させ、
郷土愛と連帯感に支えられた地域社
会づくりを進めるためには、地域住
民の自発性を尊重したコミュニティ
施策の展開が重要である。そのた
め、新市においてもコミュニティ施
策は実施することとするが、合併後
に内容について検討する。

①菊池市の地域活性化事業補助金、
七城町のふるさと活性化推進事業補
助金及び泗水町の地域づくり推進事
業補助金については、新市において
統合し、新たに地域活性化に関する
補助金制度を制定する。

②七城町のふるさとおこし推進協力
負担金については、七城町の例によ
り新市に引き継ぐが、交付額、交付
対象等の内容については、類似事業
等を考慮し、速やかに新市において
調整する。

③旭志村の旭志村ほたるを育てる会
補助金については、旭志村の例によ
り新市に引き継ぐが、補助額、補助
対象等の内容については、類似事業
等を考慮し、速やかに新市において
調整する。

④泗水町の環境美化活動推進交付金
については、泗水町の例により新市
に引き継ぐが、交付額、交付対象等
の内容については、類似事業等を考
慮し、速やかに新市において調整す
る。

【組織及び支援の状況】

地域活性化事業補助金
　地域の特性を生かし、自立自助の精神にた
って、創意工夫をこらし、地域住民が誇りに
思うような活き活きした個性ある地域づくり
を推進するため実施する事業に要する経費に
対し助成金を交付する。
１．対象者
　　１１０の行政区及び地域の活性化を目指
  す一定地域
２．補助金
　　事業実施の５年間は１０万円以内
　　６年目は９万円以内
　　７年目は７万円以内
　　８年目は５万円以内
　　９年目は３万円以内
３．実績
　　平成１４年度　３０千円
　　平成１５年度　　０千円

【組織及び支援の状況】

ふるさと活性化推進事業補助金
・地区住民が「自ら考え自ら実践する」ふる
さとづくりを推進することを目的とする。
１．団体数
　　３８行政区及び町民活動団体が対象
２．補助金
　　１団体　１００万円限度
３．実績
　　平成１４年度　８件（４，０００千円）
　　平成１５年度　５件（４，０００千円）

ふるさとおこし推進協力負担金
・住民自治と地域の個性や潜在的能力をいか
した、まちづくり推進の支援地域の活性化を
目的とする。
１．団体数
　　３８行政区
２．交付額
　　１団体　１０万円
３．実績
　　平成１４年度　３，８００千円
　　平成１５年度　３，８００千円

旭志村ほたるを育てる会補助金
・ホタルの生息する環境を整備して、ホタル
の保護増殖を行うことによって、村民の生活
環境をよくし、併せて会員の親睦を図ること
を目的とする。
１．団体数
　　６地区
２．補助金
　　定額＋ホタル鑑賞時の交通整理員の延べ
  人数、日数及び清掃活動等により算定
３．実績
　　平成１４年度　５６５千円
　　平成１５年度　５５４千円

【組織及び支援の状況】

調 整 の 具 体 的 内 容

　コミュニティ施策である各種補助金等については、現行の事業を新市に引き継ぎ、新市において速やかに内容等を調整し、新たな制度を制定する。

関 係 項 目　地域振興事業の取扱い 　コミュニティ施策

現 況

泗水町七城町

泗水町環境美化活動推進交付金
・道路・河川に対する住民の愛護精神を高揚し
美しいまちづくりのため、環境美化活動を推進
することを目的とする。
　区長と協議の上、活動区域を設定する。
１．団体数
　　活動を実施する区
２．実績
　　（平成１４年度）
　交付金 １，２００千円（47行政区、3団体）
　報償費 １，２００千円（47行政区、3団体）
　　（平成１５年度）
　交付金 １，１９９千円（47行政区、3団体）
　報償費 　　９９９千円（47行政区、3団体）
３．功績者の表彰
　　環境美化活動功績者を表彰（年１回）
４．その他
　　年３回町内一斉に環境美化活動を実施
　　（例年５・７・９月）
５．問題点課題等
　　県管理合志川河川沿いは、町が委託を受け
  ている。現在は、本規程により区長会にて依
  頼して実施している。本活動を止めれば、町
  が実施する必要が生じる。

【組織及び支援の状況】

泗水町地域づくり推進事業補助金
・地域住民の発案により自らの地区における地域
づくりを行うことを目的とする。
１．対象者
　　各行政区及びこれに準じる区域の代表者
２．補助金
　　１団体につき、４０万円を限度とし最低５
  万円以上の事業に取り組むこと。
３．補助対象事業
　　（１）地域の景観づくりに関する事業
　　（２）地域の文化づくりに関する事業
　　（３）地域の人づくりに関する事業
４．年間予算
　　平成１６年度予算　８，０００千円

旭志村菊池市
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協 定 項 目

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

　自主活動グループ（ＮＰＯ等）の支援

菊池北部四市町村合併協議会

わがまちづくり支援事業

１ 事業内容
　市は、市民による主体的なまちづくり活動を行う組
織をまちづくり協議会に認定する。
　認定されたまちづくり協議会は、まちづくり活動に
よって得られた成果をまちづくり計画として市に認定
することができ、市とまちづくり協定を締結すること
ができるとともに、広報きくち・ＨＰ等でその活動内
容をより多くの市民に知らせる ことができる。
２ 交付対象
　認定されたまちづくり協議会及び市民の主体的なま
ちづくり活動を行う２人以上の市民で構成される組織
（以下「協議会等」という。）に対し、市は必要に応
じて技術的支援及び財政的支援を行う。
３ 支援内容
　（技術的支援）
　協議会等の申請に応じて、専門的なアドバイザーの
派遣、講演会・講習会等の開催及び市職員が行う出前
講座・助言等を行う。
　（財政的支援）
　協議会等の申請に応じて、１０万円を限度とし、必
要な経費の２分の１を補助する。ただし、当該年度内
においては、同一協議会等に対する補助は１回限りと
する。
４ 実績（平成１５年度新規事業）
　　平成１５年度　１件（１００千円）

七城町国内外研修事業補助金（人材育成）

１ 事業内容
　町及び、各種団体等が主催する人材育成のための
国内外研修に要する経費に対し予算の範囲内で補助
金を交付する。
２ 交付対象
　町に住所を有し、原則として１５歳以上６５歳未
満の心身ともに健康である者。
　各種団体（一般研修、専門分野研修）
３ 支援内容
　　（１）海外研修　１人当たり３０万円を上限
　　（２）国内研修　１人当たり１０万円を上限
　　補助対象経費の３分の２を補助する。
４ 実績
　　平成１４年度　５件（７８２千円）
　　平成１５年度　３件（２１０千円）

調 整 の 具 体 的 内 容

②菊池市のわがまちづくり支
援事業については菊池市の例
により新市に引き継ぐが、支
援内容については、類似事業
等を考慮し、速やかに新市に
おいて調整する

菊池市

菊池市ふるさと創生人材育成補助金

１ 対象者
　原則として学生を除く１８歳以上４０歳以下の者
２ 補助金
　地域づくりに必要となる旅費で１／２以内
　　（５万円を限度）
３ 実績
　　平成１４年度　０件（　　０千円）
　　平成１５年度　２件（１００千円）

旭志村

現 況

七城町 泗水町

該当なし 該当なし 　
①菊池市のふるさと創生人材
育成補助金及び七城町の国内
外研修事業補助金について
は、新市において統合し、新
たに人材育成に関する補助金
制度を制定する。

　自主活動グループ（ＮＰＯ等）への支援については、新市において速やかに内容等を調整し、新たな制度を制定する。

関 係 項 目　地域振興事業の取扱い



協 定 項 目

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会
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旭志村

該当なし

現 況

菊池市

【菊池市ダム流域対策事業】

１．目的
　　竜門ダム下流の迫間川流域の水質保全
　　や住環境の改善及び地域の活性化を図
　　るため、菊池市ダム流域対策協議会を
　　平成１５年４月に設置し、地区住民か
　　らの意見要望を取りまとめ、国や県に
　　対して、事業実施を働きかける。

２．取組状況
　　・協議会開催：年２回（４月・９月）
　　・現地調査　：年１回（９月）
　　・要望書提出：年１回（８～９月予定）
　　　　　　国土交通省菊池川河川事務所
　　　　　　熊本県菊池地域振興局

３．今後の取り組み
　　現地調査等による地元関係住民の意見
　　聴取及び要望事項の取り組みについて
　　推進を働きかけていく。

該当なし

菊
池
市
ダ
ム
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域
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策
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業

七城町 泗水町

　ダム流域対策事業については、新市に引き継ぐ。

関 係 項 目　地域振興事業の取扱い 　菊池市ダム流域対策事業



協議第５９号　地域振興事業の取扱いについて　　参考資料①

地  　域 　 名 調    　　整　　    方　　    針

宇佐両院地域市町村合併協議会
（大分県）

西彼中部３町合併協議会
（長崎県）

コミュニティ施策の取扱いについては、現行の施策を新市に引き継ぎ、合併後に必要に応じて調整する。

地域づくり活動のための団体支援、人材育成については、当面現行のとおりとし、新市で調整する。

　コミュニティ活動支援事業に係る現行制度については、合併時に廃止し、自治の確立及び住民と行政との協働機能の強化を
図るため、既存のコミュニティ組織の育成や新たなコミュニティ組織の設立など、地域の活性化に対する支援を重点施策とし
て推進できるよう、新町において定める。

久留米広域合併協議会
（福岡県）

菊池南部四町合併協議会
  各町が行っている地域で取り組むまちづくりへの支援事業については、新市発足までに制度を統一し、行政区・自治会又は
小学校区等を単位とする地域づくり事業として実施するものとする。ただし、旧町において事業が完了していない場合は、当
該事業が完了するまで旧町の制度によるものとする。

コミュニティ施策については、住民活動の高揚に資するため、新町において引き続き推進する。

コミュニティ施策については、次のとおり取扱うものとする。
・自治会活動支援制度については、久留米市の例により統一する。また、当分の間、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の
　行政区支援を行うものとし、その制度内容については、合併までに調整する。

山県東部合併協議会
（広島県）

　地域づくり関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに新たな制度を設けるものとする。

山県郡西部三町村合併協議会
（広島県）

玉名地域１市８町合併協議会




